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はしがき 
 

労働者災害補償保険法は、労働基準法による使用者の災害補償責任をいわば代行する機能を

果たすものとして、昭和２２年に労働基準法とあいまって施行された。 

 近年は、労災補償業務を取り巻く情勢の変化とともに、行政需要が増大し、かつ複雑困難化

している。特に、過労死等や石綿関連疾患などの職業性疾病を巡る国民の関心は高く、過労死

等に係る労災請求は年間 3,000 件を超え、石綿関連疾患に係る労災請求も年間 1,000 件を超

えるなど、労災補償業務の第一線においては、多くの複雑困難事案への対応が求められている

状況にある。 

 このような状況下において、管理者の負担が増加し、ＯＪＴ研修など部下職員の育成・指導

を十分に行うことが難しくなっていることから、令和４年３月に都道府県労働局のメンバーの

皆様のご尽力のもと、労災補償業務の経験の浅深にかかわらず、職員が適切かつ迅速に処理で

きるためのマニュアルをとりまとめたところである。 

  

 本書の作成に当たり、業務多忙の中、ご尽力をいただいた敬意を表するとともに、厚く感謝

申し上げる。 

 

 今般、都道府県労働局の皆様のご意見を踏まえ、昨今の法改正等を受け、改訂版を作成する

に至った。 

 初めて労災補償業務に従事する職員にあっては本書を最大限に活用し、また、若手・中堅職

員にあっては適宜参照してより習熟度を高めることにより、労災保険の使命である迅速・公正

な決定につながることを期待するところである。 

 

                        

 

             厚生労働省労働基準局 
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Ⅰ 療養（補償）等給付（療養の費用）事務の流れ  
療養（補償）等給付（療養の費用）事務の流れ

形式審査

相談時の対応

調査の要否

請求書の受付

請求書の提出

請求書の受付

請求書の案内

システム検索

調査等

調査復命書の作成

聴取書の作成

調査復命書の

作成の要否

決裁後の対応

否

要

否

留意事項

ア 相談者の相談内容に応じ、相談者が請求することができると思われる労災保険の各種給付について、

漏れのない説明を行うこと

イ 相談者が複数回にわたり相談等に訪れた際には、同一の担当者が相談等に当たるなど、相談者に配慮

した対応をすること

ウ 業務上となる可能性の低いことを説明する等、結論めいた説明等は避けること

Ｐ.252

非指定医療機関等で受診

被災労働者等 ⇒ 労働基準監督署

Ｐ.253

労働基準監督署〔療養の費用請求書、添付書類)〕

療養の費用請求書への受付日付印の押印

請求書受付後の対応 ＯＣＲ入力 ※速やかな入力を徹底すること

（入力に必要な項目をチェックする）

認定審査Ｐ.264 業務災害、通勤災害、特別加入、複数業務要因災害

必要に応じて労働保険番号、継続事業一括の有無、保険料納付状況、被災者情報等の確認を行う

※労働保険適用徴収システム、労働基準行政システムを活用すること

ア 請求書様式の確認

イ 記載事項、添付書類等の確認

ウ 保険関係の確認

不備返戻手続

内容審査

著しい誤り等補正し難い場合は、決裁後、不備返戻を行うこと

ア 時効により当該請求権が消滅していないことの確認

イ 労働者性の確認

ウ 特別加入の場合は承認の有無の確認

エ 業務上外、通勤災害の判断

オ 療養の内訳及び金額の審査（労災診療費算定基準に基づき行う）

カ 第三者行為災害の場合は、損害賠償の受領や示談の有無を確認

調査復命書 Ｐ.272

ア 請求人に対する調査

イ 事業場に対する調査

ウ 医療機関等に対する調査

エ それ以外の者に対する調査

オ 調査手法の選択（電話、郵便、実地）

要

Ｐ.273

ＯＣＲ入力

通知書の発送Ｐ.281

【支給決定通知】

ア ｢支給決定通知・支払振込通知｣が本省から請求人に送付される

（下記イの場合は｢支払振込通知｣のみが本省から受任者又は請求人に送付される）

イ 受任者払いに係るもの及び一部不支給のものについては決議書のＯＣＲ入力により出力される

｢支給決定通知｣に必要事項を記入のうえ、請求人に通知する

※一部不支給に係るものについては、簡易書留郵便により送付すること

【不支給決定通知】

決議書のＯＣＲ入力により出力される｢不支給決定通知｣に必要事項を記入のうえ、簡易書留郵便に

より請求人に送付すること

不支給決定通知送付後、請求人に電話等により不支給の理由について説明すること

ア 事業主及び医療機関の証明がなされている事案であって、災害発

生状況や傷病名、療養期間等から、特段の疑義が生じないものにつ

いては、請求書のその他の記載事項の確認や調査を省略する等によ

り迅速な事務処理を行うこと

イ 調査が必要な事案であっても、業務上外や療養の必要性等につい

てその判断が容易であるものについては、調査結果復命書の作成を

簡略化する等により、迅速な事務処理を行うこと

決裁

【支給決定決議】

ア 全部支給の場合

請求書のＯＣＲ入力により出力される｢支給決定決議書｣を用いて行う

イ 一部不支給の場合

｢支給決定決議書｣の｢支払金額｣欄に支給すべき金額、｢増減額｣欄には一部不

支給となる金額、｢備考｣欄にはその理由を記入し、決裁を受ける

【不支給決定決議】

全部不支給の場合

｢支給決定決議書｣の｢支払金額｣欄には｢￥０｣、｢備考｣欄には全部不支給の理

由を記入し、決裁を受ける

※判断根拠となる調査結果復命書等の関係資料を必ず添付して決裁を受けること

調査について、請求書の審査において疑義が生じた場合に行うこと
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Ⅱ 療養（補償）等給付（療養の費用）における事務処理 

１ 相談時の対応 

（１）請求書の案内 
ア 相談者に対し、パンフレット等を活用し、労災補償制度や労災

認定の考え方、認定基準の内容や請求手続等について、わかりや

すく説明すること。 

イ 療養（補償）等給付には「療養の給付」と「療養の費用の支給」

があり、「療養の費用の支給」は、療養の給付をすることが困難な

場合その他厚生労働省令で定める場合に、労働者の請求に基づい

て、その療養にかかった費用を支給する現金給付である。 

  

ポイント 

○ 療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合 

１ 「療養の給付をすることが困難な場合」とは、その地域に指定医療機関等が置

かれていなかった場合や、特殊な医療技術や医療施設を必要とする傷病であっ

て近くの指定医療機関等にこれらの技術や施設が整っていない場合など、保険

者（政府）側の事情によって療養の給付を行うことが困難な場合をいう。 

２ 療養（補償）等給付は、療養の給付を原則とするが、労働者の便に支障を生

じることがないよう広く解することとしており（昭和 41.1.31 基発第 73

号）、上記の他にも指定医療機関等以外の医療機関で緊急な療養を必要とする

場合や、最寄りの病院、診療所等が指定医療機関等でない等の事情がある場合

も療養の費用の支給が行われる。 

3 付添看護、移送、特定保険医療材料等については、「療養の給付」として取り

扱うことが困難な事情にあるので、「療養の費用の支給」として取り扱われる。 

 

ウ 相談者に対し、療養の費用に係る請求書を手交する場合、業務災害又は複数業務要因災

害と通勤災害とでは請求書が異なるため、相談者からよく災害発生状況を聴取した上で、

適切な請求書を手交すること。 

 

業務災害又は複数業務要因災害の場合 

（ア）請求書 

様式第７号（１）から（５）「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費

用請求書」 

（イ）請求方法 

請求人が、直接、所轄の監督署に提出する。 

ただし、柔道整復師から施術を受けた場合、又は、はり師・きゅう師、あん摩マッサ

ージ指圧師から施術を受けた場合のうち、指名柔道整復師・施術所等（各労働局長が指

名）での施術については、労働者の委任に基づき、指名柔道整復師等が監督署に提出す

る。 

 

通勤災害の場合 

（ア）請求書 

様式第 16 号の 5（１）から（５）「療養給付たる療養の費用請求書」 

（イ）請求方法 

上記、業務災害又は複数業務要因災害の場合と同じ。 

 

注意点 
○ 療養（補償）等給付（療養の費用）に関する説明 

相談者に療養（補償）等給付について説明する場合は、パンフレット等を活用し
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て、制度の概要や請求方法等について説明すること。その際、調査に要する期間や

支払の時期等について説明する場合には、後日、説明どおりにならなかったときに、

期待を裏切られたと受け止められないよう、誤解のない丁寧な説明をすること。 

○ 通院費の支給要件に関する説明 

 労働者の居住地又は勤務地から、原則として 2 ㎞以上の通院であり、次の①から

③のいずれかに該当することが支給要件となる。  

①  同一市町村内の適切な医療機関へ通院したとき 

②  同一市町村内に適切な医療機関がない、又は交通事情等の状況から隣接す

る市町村内の医療機関への通院の方が利便性が高いため、隣接する市町村内

の医療機関へ通院したとき 

③  同一市町村内にも隣接する市町村内にも適切な医療機関がないため、それ

らの市町村を超えた最寄りの医療機関へ通院したとき 

○ 相談後の対応について 

相談があった事案については、将来、労災請求がなされることを考慮して、相談

者の氏名、事案の概要、相談者等の主張等を確実に記録に残すこと。 

 

ポイント 

○ 療養（補償）等給付（療養の費用）の請求に関する時効について 

療養の費用の請求権については、費用の支出が確定した日の翌日から２年を経過

すると、時効により消滅する。 

 

（２）留意事項 
ア 相談時における説明は、相談者から求められた事項について説明を行うにとどまること

なく、相談内容から相談者の置かれた状況等を的確に把握し、当該相談者が請求すること

ができると思われる労災保険の各種給付（社会復帰促進等事業による給付を含む。）につい

て、漏れのないよう説明を行うこと。 

イ 相談者が複数回にわたり相談等に訪れた際には、同一の担当者が相談等に当たる又は相

談の経過等を担当者が容易に把握できる仕組みを採用する等の措置を講ずることにより、

相談者に詳細な説明を繰り返し求めることのないよう配慮すること。 

ウ 請求に関する相談があった場合、いたずらに業務上となる可能性の低いことを説明する

等により、労災保険給付に係る請求の受付を拒むような説明をすることは厳に慎むこと。 

エ 指定医療機関等での療養が可能であれば、相談者の費用負担等の観点からも、「療養の給

付」請求の案内をすること。また、請求書の医師の証明については、医療機関において証

明料を支払った場合でも、労災保険からその証明料に係る給付はされないことに留意する

こと。 

 

２ 請求書の受付 

（１）請求書の提出 
ア 療養の費用請求書（一般）、業務災害又は複数業務要因災害（７号(1)）・通勤災害（１６

号の５(1)）一般 

 診療、看護、移送、装具、診断書の支給 

（ア）労働者は、請求書の所定欄を記入する。 

（イ）労働者は、事業主及び診療担当者等の証明を受ける。 

ただし、看護（病院又は診療所の労働者が提供するもの及び訪問看護を除く）又は移

送に要した費用の額についてのみ、診療担当者の証明は要しない。 

※看護又は移送の請求であっても、傷病名及び療養の内容については証明が必要 

また、診断書料について、当該診断を行った医療機関が発行した領収書の添付がある
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場合に限り、医師又は歯科医師の証明を受けたものと同様に取扱い、請求書における「医

師又は歯科医師等の証明」欄への記載は要しない。 

（ウ）労働者は、所轄の監督署長あてに請求書を提出する。 

 

 

a 診療 

診療とは、すべての診療科に属する専門の医師及び歯科医師の診察をいい、療養

の費用の請求の支給対象は、指定医療機関等以外の医療機関へ受診し、その診察に

かかった診察代等である。 

b 看護 

特別労災付添看護は、①傷病労働者の病状が重篤であって、絶対安静を必要とし、

医師又は看護師が常時監視を要し、随時適切な処置を講ずる必要がある場合、②傷

病労働者の病状は必ずしも重篤ではないが、手術等により比較的長期間にわたり医

師又は看護師が常時監視を要し、随時適切な処置を講ずる必要がある場合、③傷病

労働者の病状から判断し、常態として体位変換又は床上起座が禁止されているか、

又は不可能な場合、④傷病労働者の病状から判断し、食事・用便とも弁じ得ないた

め常態として介助が必要である場合のいずれか一つに該当し、神経系統、精神又は

胸腹部臓器の傷病により療養しており、その症状の程度が傷病等級第１級の１又は

２に相当する者に、一定の条件のもと必要な限度において給付されるものである。 

c 移送（通院を含む。） 

移送とは、傷病労働者を輸送することをいい、災害現場や自宅等から医療機関へ

の移送、監督署長の勧告による転医、医師の指示による転医、対診、退院のための

移送、居住地又は勤務地からの通院等がある。 

d 装具 

治療用材料及び装具は、傷病労働者の負傷又は疾病の治療遂行上必要なものに限

られ、健康保険において支給対象とされているコルセット及び固定装具（例えば、

せき髄損傷患者に対する下肢の固定装具等）等は、労災保険においても支給対象と

して認められている。 

また、労災医療の特殊性を考慮して労災独自にその必要性を認めているフローテ

ーションパッド、装着式収尿器、人工肛門受便器なども支給対象として認められて

いる。 

なお、社会復帰促進等事業である義肢等補装具費支給制度から支給される本義肢

等は療養の費用の支給対象とはならない。 

e 診断書 

診断書料については、昭和 56 年９月２日付け基発第 555 号（最終改正令和３

年３月 26 日付け基発 0326 第 10 号）「労働者災害補償保険における診断書料等

の取扱いについて」「労働者災害補償保険における診断書料等の取扱いの一部改正

について」等に基づき事務処理を進めること。 

 
＜労災保険における診断書料等一覧表＞ 

 

 ① 医療機関が診療費とともにレセプトで請求するもの（指定医療機関等） 

支 給 対 象 様   式 文 書 料 

休業（補償）等給付支給請求書の休業に関する診療担当者の

証明 

様式 

第８号、第16号の６ 
2,000円 

障害（補償）等給付支給請求書添付の診断書に関する診療担

当者の証明 様式 

第10号、第16号の７ 
4,000円 

看護の給付の看護費用の額の証明書における診療担当者の証

明 

S63.5.12 付 基 発 第

315号別紙様式１ 
1,000円 

療養開始後１年６か月を経過した日において治ゆしていない 年金通知様式 4,000円 
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場合に、同日以後１か月以内に提出させる「傷病の状態等に

関する届」（様式第16号の２）に添付する診断書 

第２号の１、第３号、 

第４号 

療養開始後１年６か月を経過した者が、毎年１月分の休業（補

償）等給付を受けようとして休業（補償）等給付請求書と一

緒に提出する「傷病の状態等に関する報告書」（様式第16号

の11）に添付する診断書 

年金通知様式 

第２号の１、第３号、 

第４号 

4,000円 

傷病（補償）年金の受給者が障害の程度に変更があった場合

に、「障害の状態の変更に関する届」（年金申請様式第４号）

に添付する診断書 

年金通知様式 

第２号の１、第３号、 

第４号 

4,000円 

はり、きゅう受療のため初療時及び３か月ごとに傷病労働者

に交付する「はり・きゅう診断書」、「施術効果の評価表」を

添付する場合 

診鍼様式第１号 

診鍼様式第１号別添 

3,000円 

診断書のみ 

4,000円 

診断書＋評価表 

マッサージ受療のため初診時、６か月経過後その後３か月毎

に傷病労働者に交付する診断書 
診鍼様式第２号 3,000円 

傷病（補償）年金の受給者が介護（補償）等給付の支給を受

けようとする場合に介護（補償）等給付請求書（様式16号の

２の２）に添付して提出する「診断書」 

介護（補償）等給付 

請求用診断書 
4,000円 

 

 ② 医療機関が監督署長が指定する請求書及びレセプトで診療費とは別に作成し請求するもの（指定医療機関等） 

支 給 対 象 様   式 文 書 料 

監督署長が療養の継続の要否等を判断するために求めた診

療担当医の症状等の照会に対する回答書等 
様式４ 

5,000円 
※検査に要した費用等請求

書（診機様式第１号の2）

で請求 

 

 ③ 医療機関が、監督署長が指定する請求書で監督署へ請求するもの 

支 給 対 象 様   式 文 書 料 

監督署長が業務上外等の判断のために求めた専門医等の意

見書 
様式４ 

一般的な医学事項 

7,000円 

特に高度な医学事項 

20,000円 
※障害等級等認定関係診断

等費用請求書にて請求 

監督署長の受診命令に基づいて作成依頼する意見書 様式４ 

一般的な医学事項

7,000円 

特に高度な医学事項 

20,000円 
※障害等級等認定関係診断

等費用請求書にて請求 

介護（補償）等給付の支給を受けようとする場合に介護（補

償）等給付請求書（様式第16号の２の２）に添付して提出

する「診断書」 

介護（補償）等給付 

請求用診断書 

4,000円 
※障害（補償）年金の受給

者である場合については、

療養の費用請求書 

（非指定医療機関等） 

監督署長が療養の継続の要否等を判断するために求めた診

療担当医の症状等の照会に対する回答書等 

様式４ 

5,000円 
※検査に要した費用等請求

書(非指定医療機関等用) 

（診機様式第１号の3）で請

求 

 

 ④ 医療機関が受給者に請求し、受給者が監督署に領収書を添付の上、監督署へ費用請求を行うもの 

支 給 対 象 様   式 文 書 料 

障害（補償）年金の受給権者が、障害の程度に変更があった

場合の「障害（補償）等給付変更請求書」（様式第１１号）

裏面の「診断書」 

診断書 4,000円 

遺族請求人及び他の受給資格者が労働者の死亡の時から引

き続き障害の状態にあることにより「遺族（補償）年金支給

請求書」（様式第12号又は様式第16号の８）又は「転給請

求書」（様式第13号）に添付する「障害の状態に関する診断

書」 

年金通知様式第７号 4,000円 

（非指定医療機関等） 

療養開始後１年６か月を経過した日において治っていない

場合に、同日以後１か月以内に提出させる「傷病の状態等に

様式第16号の２に添付

する診断書  
4000円 
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関する届」 

療養開始後１年６か月を経過した者が、毎年１月分の休業

（補償）等給付を受けようとして休業（補償）等給付請求書

と一緒に提出する「傷病の状態等に関する報告書」 

様式第16号の11に添

付する診断書  
4000円 

 

 

イ 療養の費用請求書（薬剤）、業務災害又は複数業務要因災害（７号(2)）・通勤災害（16

号の５(2)）薬剤 

薬剤費の支給 

（ア）労働者は、請求書の所定欄を記入する。 

（イ）労働者は、事業主、診療担当者及び薬剤師の証明を受ける。 

（ウ）労働者は、所轄の監督署長あてに請求書を提出する。 

ウ 療養の費用請求書（柔整）、業務災害又は複数業務要因災害（７号(3)）・通勤災害（16

号の５(3)）柔整 

柔道整復師の施術に係るもの 

（ア）労働者は、請求書の所定欄を記入する。 

（イ）労働者は、事業主、柔道整復師の証明を受ける。 

（ウ）労働者は、所轄の監督署長あてに請求書を提出する。 

ただし、指名柔道整復師による施術で労働者の委任がある場合は、指名柔道整復師・

施術所が提出する。 

エ 療養の費用請求書（はり・きゅう・マッサージ）、業務災害又は複数業務要因災害（７号

(4)）・通勤災害（16 号の５(４)）はり・きゅう、マッサージ 

はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の施術に係るもの 

（ア）労働者は、請求書の所定欄を記入する。 

（イ）労働者は、事業主、はり師・きゅう師・あん摩マッサージ師の証明を受ける。 

（ウ）労働者は、所轄の監督署長あてに請求書を提出する。 

ただし、指名施術所による施術で労働者の委任がある場合は、指名施術所が提出する。 

オ 療養の費用請求書（訪看）、業務災害又は複数業務要因災害（７号(５)）・通勤災害（16

号の５(５)）訪看 

訪問看護事業者（労災保険指定訪問看護事業者以外）による居宅における療養上の管理

及び療養に伴う世話その他の看護に係るもの 

（ア）労働者は、請求書の所定欄を記入する。 

（イ）労働者は、事業主、医師及び訪問看護事業者の証明を受ける。 

（ウ）労働者は、所轄の監督署長あてに請求書を提出する。 

 

（２）請求書の受付 
ア 受付日付印の押印 

監督署は、請求書が提出された場合は、記載漏れ等がないか確認した上で、監督署名及

び年月日のある受付印を請求書の所定の箇所に押印すること。別紙になっている書類につ

いても、全て受付印を押印すること。 

   他監督署から回送された請求書の場合も同様に処理すること。 

 

注意点 

○ 事業主の証明がない場合 

 労働者が事業主に労災請求を申し出ても何らかの理由で事業主が証明を拒否す

る場合もあり、事業主証明を受けられないやむを得ない事情がある場合には、事業

主証明がなくても受け付けること。 

 事業主証明がない理由の記載がない場合は、受付時又は形式審査時に、請求人に

対して聴取等行うとともに、事業主欄の記載を依頼すること。 
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○ 請求書の保管・管理 

 請求書１件ごとにクリアファイルに綴じるなど、他の書類との混在を防止すると

ともに、入力前の請求書は、施錠できる場所に保管するなど紛失等の防止措置をと

ること。 

 

イ 添付書類の確認 

   各添付書類を確認し、書類の余白に受付印を押印すること。 

（ア）療養の費用請求書（一般）、業務災害（７号(1)）・通勤災害（１６号の５(1)）一般 

a 診療 

☞療養に要した領収書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b 看護 

☞証明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ 移送 

「受付印」を押印 

※請求書省略 
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☞移送費の内訳（任意様式） 

 

d 装具 

☞医師の証明書（任意様式）、装着証明書（任意様式）、業者発行の装具の明細書、領

収書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（イ）療養の費用請求書（薬剤）、業務災害（７号(2)）・通勤災害（16 号の５(2)）薬剤 

☞療養に要した領収書 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

（ウ）療養の費用請求書（柔整）、業務災害（７号(3)）・通勤災害（16 号の５(3)）柔整 
☞療養に要した領収書 ※指名施術所に受領委任した場合は、領収書なし。 

 

↓請求書は、委任した場合の記載。 

※請求書裏面省略 

※請求書裏面省略 
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（エ）療養の費用請求書（はり・きゅう・マッサージ）、業務災害（７号(4)）・通勤災害（16

号の５(４)）はり・きゅう、マッサージ 

☞はり・きゅうに係る請求書に診鍼様式第１号「はり・きゅう診断書」（一般医療とは

り・きゅうの併施の場合は診断書を必要としない。）、診鍼様式第１号別添「施術効果

の評価表」。 

☞マッサージに係る請求書に診鍼様式第２号「マッサージ診断書」。 

☞療養に要した領収書 ※指名施術所に受領委任した場合は、領収書なし。 

 

↓請求書は、委任した場合の記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜診鍼様式第１号「はり・きゅう診断書」＞ 

 

＜診鍼様式第２号「マッサージ診断書」＞ 
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注意点 

○ 診断書を必要としない場合があること 

 昭和 57 年７月１２日付け補償課長事務連絡第 43 号「医療機関における一般医

療とはり・きゅうの併施の取扱いについて」には、「一般医療とはり・きゅうの併施

の場合は診断書を必要としない。」とされている。 

 

（オ）療養の費用請求書（訪看）、業務災害（７号(4)）・通勤災害（16 号の５(4)）訪看 

☞療養に要した領収書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）請求書受付後の対応 
ア 受付した請求書は、被災労働者の所属事業場所在地が管轄区域内にあるか確認すること。 

イ 事業場所在地が管轄区域内であった場合は、入力に必要な項目（機械処理手引（短期給

付業務）534 ページ参照）を確認の上、速やかに OCR 入力を行うこと。 

ウ ＯＣＲ入力を行うと決議書が自動出力されるため、請求書とともに管理すること。 

 

＜機械処理の流れ（機械処理手引（短期給付業務）521 ページ）＞ 
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（ア）療養の費用請求書（一般）、業務災害（７号(1)）・通勤災害（１６号の５(1)）一般 
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（イ）療養の費用請求書（薬剤）、業務災害（７号(2)）・通勤災害（16 号の５(2)）薬剤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ）療養の費用請求書（柔整）、業務災害（７号(3)）・通勤災害（16 号の５(3)）柔整 
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（エ）療養の費用請求書（はり・きゅう・マッサージ）、業務災害（７号(4)）・通勤災害（16

号の５(４)）はり・きゅう、マッサージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（オ）療養の費用請求書（訪看）、業務災害（７号(4)）・通勤災害（16 号の５(4)）訪看 
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ポイント 

○ 受付後の OCR 入力 

請求書は、OCR 入力することでシステム管理されることになる。請求書の紛失防

止等の観点から、受付後は速やかに入力すること。 

 

注意点 

○ 被災労働者の氏名、住所の漢字等入力 

郵便番号、労働者氏名漢字、住所漢字が被災者情報に登記されていない場合は、

必ず入力すること。入力項目欄に「■」が付されている項目については、画面上で

打鍵入力する。 

受任者払や未支給の場合も、本人以外の住所等を打鍵入力すること。 

 

エ 受付後に他監督署分であることが判明した場合は、受付日付印を抹消せず、「保険給付請

求書処理簿」に記載の上、請求書一式をコピーし、請求書回送送付状（任意様式）を決裁

の上、簡易書留郵便により原本を所轄監督署へ回送すること。 

 

注意点 

○ 回送された請求書 

回送された監督署においては、再度、受付印を押印し、システム入力等行うこと。 

なお、時効の起算日は当初の受付日となるので、留意すること。 

○ 請求書の保管・管理 

 請求書１件ごとにクリアファイルに挟むなど、他の書類との混在を防止するとと

もに、入力後の請求書は、施錠できる場所に保管するなど紛失等の防止措置をとる

こと。 

 

３ 認定審査 

（１）システム検索 
ア 徴収システム 

療養（補償）等給付（療養の給付）と同様に、請求人の所属する事業場の名称・所在

地、管轄、業種、継続一括整理番号、事業廃止・終了年月日の労働保険適用状況を確認す

るため、請求書に記載されている労働保険番号について、徴収システムを活用して検索を

行う。 

なお、基準システムでも労働保険番号を入力すれば、事業場名称の確認は可能である

（検索方法等は、療養（補償）等給付（療養の給付）を参照すること。）。 

イ 基準システム 

療養（補償）等給付（療養の給付）と同様に、請求人の給付状況を確認するため、「被

災者情報検索」、「特別加入者検索」等を活用して検索を行う（検索方法等は、療養（補

償）等給付（療養の給付）を参照すること。）。 

 

（２）形式審査 
療養（補償）等給付（療養の給付）と同様に、「ア 請求書様式の確認」、「イ 記載事

項、添付書類等の確認」、「ウ 保険関係の確認」を行うこと。また、「エ 補正」、「オ 不

備返戻」も同様の処理を行うこと（処理方法等は、療養（補償）等給付（療養の給付）を

参照すること。）。 

なお、請求人より「取り下げ」の申し出があった場合は、決裁後、請求書の入力取り消し

処理を行い、請求書及び添付書類の写しを取り、原本を請求人に返却すること。 
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注意点 

○ 添付書類の確認 

療養（補償）等給付（療養の費用）は、給付種別ごとに様々な添付書類が必要で

あるため、不足する書類がないかよく確認すること。請求人負担後の費用請求であ

るため、特に、請求書に合致する領収書が添付されているか注意すること。 

 

（３）内容審査 
ア 調査の要否 

次の項目について確認の上、疑義のある場合には調査を行う。 

（ア）時効 

保険給付を受ける権利は、時効によって消滅するため、請求書の審査事務を行うに当

たっては、請求書の受付日と時効の起算点を調査することにより、当該請求権が時効に

より消滅していないか確認すること。 

療養（補償）等給付（療養の費用）は、療養の費用の支出が具体的に確定した日が権

利の発生日であり、その翌日から消滅時効が進行し、時効期間は 2 年である。 

（イ） 労働者性、特別加入、業務上外と通勤上外 

療養（補償）等給付（療養の給付）と同様に確認すること（処理方法等は、療養（補

償）等給付（療養の給付）を参照すること。）。 

（ウ）支給要件 

療養の費用（診療、看護、移送、装具、診断書）一般、療養の費用（薬剤）薬剤、

柔道整復師の施術柔整、はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の施術はり・き

ゅう、マッサージ、訪問看護訪看の各請求の支給要件ごとに審査を行うこと。 

 

支給要件 

a 療養の費用（診療、看護、移送、装具、診断書）一般 

医師又は歯科医師等の証明欄、（ホ）（ヘ）（ト）（チ）に記載されている内容、療養

に要した費用の額との整合性を確認する。 

（a）診療 

ⅰ 療養に要した費用の額に相当する療養の内訳及び金額が請求書裏面に記載され

ているか確認する。その際、療養の内訳及び金額がレセプトとして添付されてい

ても差し支えない。 

ⅱ 請求金額と領収書の金額が合致しているか確認する。 

ⅲ 診療の内訳及び金額が労災診療費算定基準、医科・歯科診療報酬点数表や医療

関係通達集等に照らし妥当か確認する。 

 

ポイント 

○ 非指定医療機関等での診療費用 

労災保険を取扱っている指定医療機関等以外の医療機関等での受診は、健康保険

点数以上の費用を負担している場合がある。その場合、労災診療費の算定基準によ

る算定額を上限に支払うことができるため、診療行為に応じ再算定して決定するこ

ととなる。 

○ 外国の医療機関等での診療費用 

海外出張中での怪我の場合、外国の医療機関等での診療に係る費用請求がなされ

ることがあるが、保険給付は労災保険で認められる範囲での支払いになる。 

請求書及び領収書等添付資料が外国語で記載されている場合は、日本語に翻訳し

たものを同時に提出させ、適切に審査すること。 
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（b）看護 

ⅰ 療養に要した費用の額に相当する療養の内訳、金額及び領収証明が、添付され

た証明書に記載されているか確認する。 

ⅱ 請求金額と領収の金額とが合致しているか確認する。 

ⅲ 特別労災付添看護費用の支給要件に合致しているか確認する。 

ⅳ 診療の内訳及び金額が看護料の支給基準に照らし妥当か確認する。 

（c）移送 

ⅰ 移送した日と医療機関への受診日とに整合性がとれているか確認する。 

災害現場や自宅から医療機関等への移送、医師の指示による転医等のための移

送等は一定の条件のもとでその費用が支給対象となる。通院費については、目的

地である医療機関等の所在地や移送の距離等が支給要件に該当するかどうか確認

をする。 

ⅱ 移送に要した費用の額に相当する移送費の内訳及び金額が添付された内訳書に

記載されているか確認する。 

ⅲ 請求金額と領収書の金額が合致しているか確認する。 

タクシー等を使用した場合、請求人に対し、負担した額の領収書を求めるが、

公共交通機関の運賃等で療養の費用請求書の医師証明欄の実診療日数によってそ

の費用を算定できるものについてはこの限りではない。 

なお、自家用自動車を使用した場合は、移送に要した距離に応じて走行 1 キ

ロメートルにつき３７円で算定した額となる。 

ⅳ 移送の内訳及び金額について、交通手段や経路及び運賃等が社会通念上妥当か

確認する。 

ポイント 

○ 移送費の給付の範囲 

移送費の給付の範囲は、交通機関（電車、自動車等）の運賃等で、傷病労働者の

傷病の状況等からみて、一般に必要と認められるものである。 

 

（d）装具 

ⅰ 医師の診察、指示により、装具（治療材料）を製作（又は購入）し、医師が装

具の装着（適合）を確認した上で、費用を負担したかどうか、添付された医師の

証明書、装着証明書にて確認する。 

ⅱ 装具の請求金額と業者発行の装具の明細書、領収書が合致しているか確認す

る。 

ⅲ 装具の内訳及び金額について、「治療用装具の療養費支給基準」により妥当か

確認する。 

ポイント 

○ 装具（治療材料）の費用 

コルセット等、業者に依頼して作成したものは労働者に対する費用支払いとな

る。 

 

注意点 

○ 松葉杖について 

 原則として医療機関等が貸与すべきものとされており、支給の対象とならない。

ただし、医療機関等に備え付けがない場合、あるいは不足している場合であって、

療養上の必要性から医師の指示により自己負担で購入した場合（レンタル料を含

む。）に限り、支給対象となる。 

○ 請求書への写真の添付について 

 靴型装具については、原則として、装具の写真（労働者が実際に装着する現物で

あることが確認できるもの）の添付を求め、適正な療養費の支給に努めること。 
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＜審査例＞ 

○請求書表面（療養の費用等）      ○領収書等添付書類 

 

○請求書裏面  

 

b 療養の費用（薬剤）薬剤 

（ａ）療養に要した費用の額に相当する療養の内訳及び金額が請求書裏面に記載されて

いるか確認する。その際、療養の内訳及び金額がレセプトとして添付されていても

差し支えない。 

（ｂ）請求金額と領収書の金額とが合致しているか確認する。 

（ｃ）療養の内訳及び金額が薬価基準点数表に照らし妥当か確認する。 

c 柔道整復師の施術柔整 

（ａ）柔道整復師法第１７条では「柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼

又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限

りでない。」と定められているため、当該要件を満たしているか確認する。 

（ｂ）療養に要した費用の額に相当する療養の内訳及び金額が請求書裏面に記載されて

いるか確認する。 

（ｃ）指名施術所の場合、委任状欄が適正に記載されているか確認する。 

（ｄ）非指名施術所の場合は、請求金額と領収書の金額とが合致しているか確認する。 

（ｅ）診療の内訳及び金額が労災保険柔道整復師施術料金算定基準等に照らし妥当か確

認する。 

 

注意点 

○ 医療機関の治療との重複について 

 病院や診療所などで、同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険の対象になら

ず自費診療となるので、確認が必要である。 

 

明細、領収書（看護の場合は

証明書）と矛盾がないか 

算定内訳が妥当か 

請求人が負担しているか 
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＜審査例＞ 

○請求書表面（柔道整復師等）  〇請求書裏面の委任状（受任者払い） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   d はり師・きゅう師・マッサージ指圧師の施術はり・きゅう、マッサージ 

（a）はり・きゅう 

ⅰ はり・きゅうの施術については、医師が、施術効果が認められると判断した場

合に保険給付の対象となるため、添付書類等から確認する。 

ⅱ 療養に要した費用の額に相当する療養の内訳及び金額が請求書裏面に記載され

ているか確認する。 

ⅲ 指名施術所の場合、委任状欄が適正に記載されているか確認する。 

ⅳ 非指名施術所の場合は、請求金額と領収書の金額とが合致しているか確認す

る。 

ⅴ 診療の内訳及び金額が労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師

施術料金算定基準に照らし妥当か確認する。 

（b）マッサージ 

ⅰ マッサージの施術については、医師が医療上マッサージの施術を行うことが必

要と認められると判断した施術について保険給付の対象となるため、添付書類等

から確認する。 

ⅱ 療養に要した費用の額に相当する療養の内訳及び金額が請求書裏面に記載され

ているか確認する。 

ⅲ 指名施術所の場合、委任状欄が適正に記載されているか確認する。 

ⅳ 非指名施術所の場合は、請求金額と領収書の金額とが合致しているか確認す

る。 

ⅴ 診療の内訳及び金額が労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師

施術料金算定基準に照らし妥当か確認する。 

e 訪問看護訪看 

（ａ）訪問看護については、重度のせき髄・頸髄損傷患者及びじん肺患者等、病状が安

定又はこれに準ずる状態にあり、かつ居宅において保健師、看護師、准看護師、理

学療法士又は作業療法士による療養上の世話及び診療の補助が必要な傷病労働者が

対象であるため、要件を満たしているか確認する。 

（ｂ）療養に要した費用の額に相当する療養の内訳及び金額が請求書裏面に記載されて

いるか確認する。 

（ｃ）請求金額と領収書の金額が合致しているか確認する。 

受任者払いが認められている期間かどうか 

請求書裏面に委任状が記載されているか 
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（ｄ）診療の内訳及び金額が訪問看護料金表と照らし妥当か確認する。 

（エ）受任者払い（事業主等による場合） 

事業主等の立替払による受任者払いの場合は、委任状の添付、立替払が確実に行われ

ているかを確認すること。 

（オ）決議書の確認について 

ａ 業務警告メッセージ 

（ａ）業務警告メッセージが「メッセージ欄」又は「メッセージリスト」として出力され

た場合には、その内容を確認し、確認した結果をメッセージ欄の余白等に記載するこ

と。 

（ｂ）送金払を希望している場合、「メッセージ欄」に印字されている送金先情報に誤り

はないか確認すること。 

 

ポイント 

○ 業務警告メッセージ 

１ メッセージリストの印書例 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 出力されたメッセージに対する確認結果（例） 
 

メッセージ文字列 確認結果 

（WT_10012） 「口座名義人」と被災者氏名が

不一致ですので注意してください 
外国人 

（WT_12017） 「傷病年月日」から１年以上経

過しているため注意してください 
適管管理中（△－□） 

（WT_10007） 「三者調整」が必要か注意して

ください 三調回数[{0}] 
不要（同僚災害） 

（WT_12032） 柔整療養期間初日が当該被災

者の診療費総療養期間初日より前の日付です 
医師同意不要（非骨折・脱臼） 
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ｂ 「給付履歴」「診療費・休業・年金」の確認 

（ａ）「給付履歴」欄に印書がある場合には、そのデータを確認すること。 

（ｂ）「診療費・休業・年金」欄に印書がある場合には、その内容を確認し参考とするこ

と。 

（給付履歴の印書例 1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（給付履歴の印書例 2） 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ 「備考」の確認 

（ａ）「全部不支給」又は「一部不支給」（請求金額の査定減）を行う場合には、「備考」

にその理由を記載すること。 

（ｂ）職権で査定増する場合も、その理由や金額等を記載すること。 

ｄ 「決議書裏面」の確認 

決議書裏面に印字された支給決定・支払振込通知先住所宛名情報に誤りはないか確

認すること。 

 

（支給決定通知先及び支払振込通知先の住所宛名情報が同じ場合） 

 

 

 

 

 

（支給決定通知先及び支払振込通知先の住所宛名情報が異なる場合） 
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 イ 調査等 

調査については、基本的には請求書を提出した請求人に対して行うが、社会保険労務士

が代行している場合や事業場担当者が窓口として管理している場合など、請求状況に応じ

て適切な調査方法を選定すること。 

   また、請求人に対する調査の補足調査や請求人の対応が難しい出勤管理情報の確認及び

医学的部分などは、事業場や医療機関等に対して適切な調査を行うこと。 

（ア） 請求人に対する調査 

療養（補償）等給付（療養の給付）と同様に、労働者性、特別加入、業務上外と通勤

上外に疑義があれば調査を行うこと（調査方法等は、療養（補償）等給付（療養の給付）

を参照すること。）。 

a 療養の費用（共通） 

各支給要件に疑義がある場合や、療養に要した費用の額と領収書の額とが一致しな

いなどの場合においては、受診日や症状について、請求人に受診状況を確認する。ま

た、未提出の領収書があれば提出を求めること。 

 

ポイント 

○ 誤って健康保険を使用して受診した場合 

傷病が業務・複数業務要因災害又は通勤災害に該当することが判明した場合、健

康保険を取り扱っている機関に対して、当該健康保険自己負担分以外の費用を返納

した上で、療養の費用請求書にその返還金及び自己負担分の領収書と、当該治療に

係るレセプト（写し）を添えて請求されているか確認する。レセプトと実際に負担

した費用の額に矛盾がないか確認し、領収書等不足書類は請求人に提出を求める。  

一時的に医療費の全額を自己負担せず、労働者が療養（補償）等給付たる療養の

費用の支払先として、健康保険の保険者の口座を指定した場合、労災保険と健康保

険との間で調整する。その場合、自己負担分以外と自己負担分をそれぞれ別の請求

書によって請求する必要があり、その際の取扱いについては、平成 29 年２月１日

付け基補発 0201 第１号（最終改正：令和２年 12 月 25 日付け基発 1225 第１

号）「労災認定された傷病等に対して労災保険以外から給付等を受けていた場合に

おける保険者等との調整について」により対応すること。 

また、初診から時間が経っていない場合など、医療機関で健康保険から労災保険

への切り替えが出来る場合もある。 

 

ｂ 移送費 

一般の交通機関以外の場合は、必要性を確認するため、請求人の傷病の経過及び利

用の経緯を確認する。 

（イ）事業場に対する調査 

療養（補償）等給付（療養の給付）と同様に、請求人に対する調査において、就業規

則等の事業場側の資料が必要な場合や、請求人に対する調査結果に疑義がある場合は、

事業場にも確認すること（調査方法等は、療養（補償）等給付（療養の給付）を参照す

ること。）。 
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（ウ）医療機関等に対する調査 

療養（補償）等給付（療養の給付）と同様に、業務上外と通勤上外（医学的部分）に

疑義があれば調査を行うこと（調査方法等は、療養（補償）等給付（療養の給付）を参

照すること。）。 

各支給要件に疑義がある場合、受診日の確認やレセプト内容の事実確認については、

医療機関等の担当者に確認すること。一方で、請求人の病状や診療内容の医学的な内容

確認については、主治医に確認を行うこと。 

また、診療内容の疑義については、必要に応じ、地方労災医員や労災診療費審査委員

を活用し意見を求めること。 

（エ）それ以外の者に対する調査 

療養（補償）等給付（療養の給付）と同様に、業務上外と通勤上外に疑義があれば調

査を行うこと（調査方法等は、療養（補償）等給付（療養の給付）を参照すること。）。 

（オ）調査手法の選択 

療養（補償）等給付（療養の給付）と同様に、電話調査、文書調査、直接面談しての

聴取調査、事業場を訪問しての実地調査等があり、基本的な考え方として、①事実確認

などの簡易な確認は電話調査、②電話調査では把握できない、又は資料収集を伴うもの

は文書調査、③文書調査では把握できない、又は調査上重要な事項は聴取調査、④実際

の現場の確認が必要なものは実地調査を選択すること（療養（補償）等給付（療養の給

付）を参照すること。）。 

ウ 聴取書の作成 

聴取書の作成については、「労災保険給付事務取扱手引」に基づき実施すること。聴取す

るに当たってのポイント・注意点は、療養（補償）等給付（療養の給付）と同様である（療

養（補償）等給付（療養の給付）を参照すること。）。 

 

４ 調査復命書の作成 

（１）調査復命書の作成の要否 
調査復命書については、①実地調査を行った場合の実地調査復命書、②調査官がこれまで

の調査結果を取りまとめた調査結果復命書がある。 

ア 実地調査復命書について 

各保険給付の請求について実地調査を行ったときは、実地調査後遅滞なく実地調査復命

書を作成することとしている。 

しかし、実地調査の時期が、調査結果をとりまとめる時期と近接している場合等につい

ては、調査結果復命書において、当該実地調査の内容を明らかにし、収集した資料を添付

する等により、実地調査復命書の作成を省略して差し支えない。  

なお、実地調査復命書を省略した場合であっても、実地調査結果を明らかにするため、

調査時期や調査対象、調査結果、収集した資料等を明示した調査結果復命書を作成するこ

と。 

イ 調査結果復命書について 

各保険給付の支給決定等の事務に当たり、調査官が調査結果を取りまとめ、監督署長に

報告するために調査結果復命書を作成することを基本とする。 

しかし、業務上外や休業の必要性、給付基礎日額、労働者性等の調査において、判断が

容易であるものについては、調査結果復命書の作成を簡略化することにより、迅速な事務

処理を行うこと。 

なお、調査結果復命書の作成の簡略化については、簡易復命書事例を参考とすること。 

 

（２）調査結果復命書の作成 
復命書の作成については、「労災保険給付事務取扱手引」に基づき実施すること。復命する

に当たってのポイント・注意点は、療養（補償）等給付（療養の給付）と同様である（療養

（補償）等給付（療養の給付）を参照すること。）。 
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５ 決議書の作成・決裁 

（１）決議書の作成  
ア 支給・不支給決定決議は、請求書の OCR 入力により出力される「支給決定決議書」

（以下「決議書」という。）を用いて行う。 

なお、修正処理等により、再出力の決議書である場合には、最新の「決議書出力回数」

の決議書により支給（不支給）決定・支払決議を行う。 

 イ 決議書の各項目を記入すること。 
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振込「1」  

当地「3」 

送金「5」  

外国送金「7」 

署長決裁日

を記入 

⑨～⑪は、処理区分が「01」で費用種別が「一般

診療」の場合に記入 

⑫～⑱は、該当がある場合に記入 

不支給及び査定増減の理由を記入 

業務警告メッセージに対する確認結果を記入 

支払金額（査定増減を行う場

合は、その増減額）を記入 

支給「01」  

不支給「11～14」 

該当コードを記入 
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（ア）「支払金額」「増減コード及び増減額」（項目番号④⑤） 

ａ 支給すべき金額は、決議書の「④支払金額」の欄に誤りなく記入し、金額の頭に「Ｙ」

マークを付して記入する。 

ｂ 全部不支給とする場合は、決議書の「④支払金額」の欄には「Ｙ0」を記入し、ま

た、「備考」の欄には全部不支給の理由を記入するか、別紙に記入し、これを添付する。

「⑤増減コード及び増減額」の欄は記入不要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ 請求金額の査定増減を行う場合は、決議書の「④支払金額」の欄には支給すべき金

額の頭に「Ｙ」マークを付して記入、「⑤増減コード及び増減額」の欄には先頭に「＋」

又は「－」を付して増減額を記入し、また、「備考」の欄にはその理由を記入するか、

別紙に記入し、これを添付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）「処理区分」（項目番号⑦） 

コード 処理区分 

01 支 給 

11 適用外で不支給 

12 業通外で不支給 

13 重複請求で不支給 

14 
その他の事由で不支給（労働災害であるが、当該決議書については不支

給とする場合） 

 

（ウ）「支払方法」（項目番号⑧）      

コード 支払方法 支払方法の説明 

1 振込払 金融機関口座への振込払（本省払） 

3 当地払 
資金前渡官吏又は出納員が直接請求人に支払（例外）（地方

払） 

5 送金払 
国庫金送金通知書に指定された郵便局において現金の受取

（本省払） 

7 外国送金 海外居住者のみ対象（地方払） 

－ 
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注意点 

○ 地方払 

１ 保険給付費等の支払方法は、原則として本省払（「振込払」又は「送金払」）であ

るが、本省払によることができない場合は、例外として地方払（「当地払」又は「外

国送金」）によることとなる。 

（当地払の例）金融機関口座を保有せず（できず）、また、邦国における在留資格が

ない等の理由で、送金しても換金時の本人確認書類が提示できない場合等であっ

て、当地払のほかに支払方法がない場合に限られること。 

２ 地方払（「当地払」又は「外国送金」）による場合は、局官署支出官に対して支払

依頼を行う必要があること（H25.5.24 地発 0524 第 1 号・基発 0524 第 7 号

「労災保険給付費等の支払事務の都道府県労働局への集中化及び労働基準監督署

資金前渡官吏の廃止について」を参照）。 

 

（エ）「指定・非指定」「入院・非入院」「診療機関」（項目番号⑨⑩⑪） 

費用の種別が「一般診療」で、処理区分が「01」の場合に 3 項目をすべて記入する。      

コード 指定・非指定  コード 診療機関 

1 指定医療機関  1 労災病院 

3 非指定医療機関  3 国公立病院 

   5 公益・社会保険病院 

コード 入院・非入院  7 その他の医療機関 

1 入院    

3 非入院    

 

（オ）「調査コード」「調査年月日」「復命書番号」（項目番号⑫⑬⑭） 

復命書番号を採番した場合に下表の「調査コード」、「調査年月日」及び「復命書番号」

の３項目をすべて記入する。 

なお、調査関係項目は基本情報に登記し、８項目まで登記できるが、これを超える登

記はできないため、新たに登記したい場合は、「共通項目帳票（34504）」により、既に

登記されているデータの取消又は修正処理を行うこと。 

 コード 調査関係項目  コード 調査関係項目 

11 適用関係  18 障害状態 

12 業務上外、通勤途上外  19 受給権者 

13 療養内容  20 支給制限 

14 治ゆ年月日  21 厚年等受給関係 

15 休業期間  22 

～29 

その他（各局において適

宜使用） 16 休業中の賃金  

17 平均賃金・特別給与額  30 適管関係 

 

（カ）「治ゆ・死亡の別」「治ゆ「（死亡）年月日」「再発年月日」（項目番号⑮⑯⑰） 

治ゆ（中止）や死亡と判断された場合は、その年月日及び「1（治ゆ）」又は「3（死

亡）」のコードを記入する。 

また、再発事案で再発年月日が未登記である場合は、再発年月日を記入する。 

 

注意点 

○ 「治ゆ年月日」、「死亡年月日」、「再発年月日」の入力 

１ 同一の療養の費用の決議書において、「治ゆ（死亡）年月日」と「再発年月日」

とを同時に入力することはできない。 

２ 既に支給決議済又は支払済である療養の費用、診療費・薬剤費・訪問看護費用
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及び休業データの「療養期間」等と矛盾する「治ゆ年月日」、「死亡年月日」又は

「再発年月日」の入力はキャンセルする。 

３ 例えば、治ゆ日が属する月末までの診療費データが支払済みである場合には、

決議書による治ゆ登記は行えないため、労働局に診療期間等の修正依頼を行った

上で、当該修正後に「基本情報修正票（34501）」を用いて治ゆ登記を行うこと。 

４ 「治ゆ年月日」又は「死亡年月日」の登記により、決議書が入力前である療養   

の費用請求書データについて、不支給と考えられるものに対して、療養の費用の

不支給メッセージを付した決議書（不支給決議書）を出力する。 

 

（キ）「特疾コード」の該当がある場合は「1」を記入する（項目番号⑱）。業務災害の場合 

 特定疾病（徴収法第 12 条第 3 項、徴収則第 17 条の 2） 

疾病 
事業の

種類 
疾病にかかった者の範囲 

非災害性腰痛 港湾貨

物取扱

事業  

港湾荷

役業 

事業主を異にする 2 以上の事業場において非災害性腰痛の

発生のおそれがある業務に従事し、又は従事したことのあ

る労働者であって、疾病の発生の原因となった業務に従事

した最後の事業場主に日々又は 2 月以内の期限を定めて使

用され、又は使用された者（2 月を超えて使用されるに至

った者を除く。） 

振動障害 林業・

建設の

事業  

事業主を異にする 2 以上の事業場において振動障害のおそ

れのある業務に従事し、又は従事したことのある労働者で

あって、疾病の発生の原因となった業務に従事した最終事

業場における、当該業務の従事期間が 1 年に満たない者 

じん肺症 建設の

事業 

事業主を異にする 2 以上の事業場においてじん肺症の発生

のおそれがある業務に従事し、又は従事したことのある労

働者であって、当該業務の従事期間が 3 年に満たない者 

石綿にさらさ

れる業務によ

る肺がん又は

中皮腫 

建設の

事業 

事業主を異にする 2 以上の事業場において石綿にさらされ

る業務に従事し、又は従事したことのある労働者であって、

当該労働者について特定業務従事期間が肺がんにあっては

10 年、中皮腫にあっては 1 年に満たない者 

石綿にさらさ

れる業務によ

る肺がん又は

中皮腫 

港湾貨

物取扱

事業  

港湾荷

役業 

事業主を異にする 2 以上の事業場において石綿にさらされ

る業務に従事し、又は従事したことのある労働者であって、

当該労働者について肺がん又は中皮腫の発生の原因となっ

た業務に従事した最後の事業場の事業主に日々又は 2 月以

内の期間を定めて使用され、又は使用された者（2 月を超

えて使用されるに至った者を除く。） 

騒音性 

難聴 

建設の

事業 

事業主を異にする 2 以上の事業場において著しい騒音を

発生する場所における業務に従事し、又は従事したことの

ある労働者であって、特定業務従事期間が 5 年に満たな

い者 

 

（ク）兼業、請求、複災コードを記入する（項目番号⑲、⑳、㉑）。 

項目 入力コード 

兼業  単一事業労働者 ・・・・・・・・・・・・１ 

 複数事業労働者 ・・・・・・・・・・・・２ 

請求  業務災害のみ ・・・・・・・・・・・・・１ 

 業務災害・複数業務要因災害の両方 ・・・２ 

 複数業務要因災害のみ ・・・・・・・・・３ 

複災  業務災害 ・・・・・・・・・・・・・・・１ 
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 複数業務要因災害 ・・・・・・・・・・・２ 

 

（コ）業務災害で、「処理区分」が「01」かつ疾病事案の場合は傷病性質コードを記入する

。（項目番号㉒）傷病性質コードは付録＜傷病性質コード一覧＞を参照すること。 

  なお、休業等の決議入力において傷病性質コードを登記した事案については、傷病性

質コードの登記を省略可能とする。 

 

 

（２）決裁 
ア 決裁 

調査した内容を最終チェックの上、決議書、請求書、関係資料の順に書類を整え、決裁

者に決裁を回すこと。また、支給・不支給決定の判断根拠となる復命書や次に掲げる書類

を作成した場合は、必ず添付すること。 

イ 不支給決定通知 

（ア）不支給決定（一部不支給を含む。）を行う場合は、請求人宛の決定通知（案）を添付す

る。 

 

ポイント 

○ 不支給決定通知（案）の添付 

 決裁に添付する決定通知（案）については、Ｅｘｃｅｌ等を活用し、下記（ウ）

のとおり記載する理由欄をあらかじめ印書した実際の通知書様式を添付するなど、

確実な事務処理を行うこと。 

 その際、送付先を記載した封筒なども併せて決裁するなど、誤送付等の防止に努

めること。 

 

（イ）不支給決定（一部不支給を含む。）に係る請求人宛の通知は、「不支給決定通知（様式

40１）」を使用する。 

（ウ）不支給決定通知書の「減額及び不支給決定の理由」欄については、次の事例を参考と

して、不支給の理由を的確かつ具体的に記載する。 

 

ポイント 

○ 全部不支給決定通知書の記載例 

療養（補償）等給付（療養の給付）の記載例を参考にすること。 

○ 一部不支給（査定）決定通知書の記載例 

１ 消費税を含む歯科材料費代が請求された場合 

（理由）本件請求（歯科材料費代 110,000 円）のうち、「消費税」（10,000 円）

は保険給付の対象外であるため、不支給（減額）とします。 

２ 柔道整復師への委任払いの療養費が過誤請求された場合 

（理由）本件療養費については、労災保険柔道整復師施術料金算定基準に基づき

算定した結果、100 円を減額した上でお支払いします（減額理由の詳細に

ついては、△△接骨院に別途連絡済みです。）。 

３ タクシーと公共交通機関を利用した移送費請求のうち、タクシー費用のみ不支

給する場合 

（理由）本件移送費請求のうち、タクシーを利用した通院費については、傷病の

状態及び療養経過等からみて、公共交通機関によることができなかったと

する合理的理由が認められません。したがって、タクシーを利用した日に

ついては、公共交通機関を利用した場合における運賃相当額に換算し、結

果、請求額から 5,000 円減額してお支払いします（支給額内訳：公共交通

機関往復運賃相当額 1000 円×通院日数 10 日）。 
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４ 自家用車の利用による移送費請求で、請求人が主張する通院キロ数よりも合理

的経路で認定した通院キロ数が短くなった場合 

（理由）本件移送費の請求については、自宅から受診医療機関までは片道 2.9

㎞、往復 5.8 ㎞と認定した上で、請求金額から 370 円減額してお支払い

します（支給額内訳：往復 6 ㎞×1 キロ単価 37 円×通院日数 10 日）。 

 

（３）決裁後の対応 
ア ＯＣＲ入力 

支給・不支給決定決議が行われたときは、決議書の「⑥支給決定年月日」の欄に監督署

長決裁日を記入し、端末操作カードを用いて速やかに OCR 入力を行う。 

 

＜機械処理の流れ（機械処理手引（短期給付業務）571 ページ＞ 

  
 

注意点 

○ 牽制体制の確保 

療養（補償）等給付（療養の給付）と同様に、調査担当者と入力担当者を分け、

牽制体制を確保すること（療養（補償）等給付（療養の給付）を参照すること。）。 

○ 決議書入力時の留意点 

１ 基本情報が全給付保留である場合は、「処理区分」が「01」（「支給」）の療養の

費用決議書の入力をキャンセルする。 

２ 「処理区分」が「01」以外の療養の費用決議書の入力は、保留区分「1（レセ

プト保留）」又は「3（全給付保留）」であっても正常に処理するので、注意するこ

と。 

３ 「支払方法」に送金払を選択する場合、メッセージ欄に印字されている送金先

情報又は療養の費用（請求・追回）詳細画面に表示されている送金先情報に問題

がないことを確認して登記すること。 
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イ 決定通知 

（ア）療養の費用通知書は、「委任・未支給」の「入力がない」又は「3」（「未支給」）であ

る療養の費用決議書で、支払方法が「1」（「振込払」）で入力され、支給額に増減がない

場合は、出力しない。それ以外は療養の費用通知書を出力する。 

（イ）不支給決定通知（一部不支給も含む。）は、決議書の OCR 入力により、必要事項を

「不支給決定通知（様式 40１）」に出力印書の上、請求人宛通知する。 

（ウ）決議書登録後に通知先住所宛名情報の誤りが判明した（データ締切日当日のオンライ

ン処理時間終了まで）場合には、①「給付別修正票（34503）」にて決議を取消した後、

②「共通項目入力票（34504）」で正しい住所宛名情報に修正し、③再処理要求を行い、

正しい住所宛名情報が印字された決議書を再出力した上で、④最新の「決議書出力回数」

の決議書により支給（不支給）決定・支払決裁し、決議書を再度登録する。 

（エ）住所が空欄で、氏名がカタカナで出力された場合は、データ締切日までに「共通項目

入力票（34504）」を使用し、漢字住所・漢字氏名を入力した上で、通知書には手書き

等で住所の記入を行う。 

（オ）支給・不支給決定通知を請求人宛送付する際は、封筒への封入等により個人情報の保

護を図るとともに、不支給又は一部不支給（査定減）に係るものは、簡易書留郵便によ

り送付する。 

（カ）支給・不支給決定通知に際しては、「療養・休業補償給付等支給決定通知・不支給決

定通知の説明事項」を必ず同封する。 

（キ）上記以外の支給決定通知については、支払振込（送金）通知とともに、本省労災保険

業務課から請求人宛一括送付される。 

 

（通知書） 
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注意点 

○ 療養給付請求をしていた被災労働者が決定前に死亡した場合の取扱等 

１ 行政法の原則として、死者に行政処分はできず、当該決定を行った場合は無効

であり、無効な行政処分に対しては不服申立て（審査請求）もできない。 

２ 決定前に被災労働者が死亡している事実を把握した場合には、遺族から未支給

の療養の費用請求書を提出さること（H19.11.30 本省補償課長補佐事務連絡「療

養（補償）給付たる療養の給付請求をしていた被災労働者が決定前に死亡した場

合の取扱いについて」を参照）。 

 

ポイント 

○ 支給決定通知等の再出力 

支給（不支給）決定通知を再出力する場合は、「帳票検索画面」から行う（「機械

処理手引（共通編） VIII-5 帳票検索」参照）。 

 

ウ 不支給処分の説明、借用資料等の返却 

療養（補償）等給付（療養の給付）と同様に、不支給処分の説明を行うこと（処理方法

等は、療養（補償）等給付（療養の給付）を参照すること。）。 

エ 借用資料等の返却 

給付の決定に関し、被災労働者等が提出した書類又は X 線・CT などの画像 CD 等の資

料のうち、返還を要するものについては用済後遅滞なくこれを返却すること。 

オ 療養の費用請求書等の保管 

（ア）保険給付の支給決定に係る支払は、本省（当地払、外国送金（年金に係る外国送金を

除く。）については労働局）で行われるものであるが、支給決定事案に係る請求書等は国

の支出の証拠書であるとともに、支払後も行政の事務に必要な書類であることから、原

本を監督署において保管する。 

（イ）支給決定に係る療養の費用請求書は、担当部署においてデータ締切日翌日に給付の種

類ごとに配信される「支払予定一覧」に、「支払済」のスタンプを押印した支給決定済み

請求書及び決議書等を仮綴じし、一括して監督署長決裁を受けた後、これを 1 か月ごと

に取りまとめ、本省払い分と局払い分を区分して、仕切紙を付して編綴し、証拠書類と

して保管する。 

（ウ）不支給決定に係る療養の費用請求書は、復命書等とともに年度別に編綴し保管する。 

 

６ 本省払いによる通知書の発送 
労災保険給付の支払は、平成 23 年５月より本省一括払を行っており、年金の支払振込通

知書や一時金の支給決定通知書等については、本省労災保険業務課から、直接受給者に送付

を行っている（不支給決定通知書、請求金額から実額訂正等を行った支給決定通知書等一部

を除く。）。 

療養（補償）等給付（療養の費用）については、「療養の費用支給決定通知書・支払振込通

知書」を請求人あて送付しており、発送の目途は支払日である。 

 



- 282 - 

 

 
 

なお、主な通知書の様式については、共働支援の「労働基準行政システム関連ドキュメン

ト」に掲載している。 

 

 

支払日については、データ締切日の３開庁日後（金融機関営業日）が支払日となる。 

  なお、具体的な支払日等については、四半期ごとに通知している支払スケジュールを確認

すること。 

 

Ⅲ 署管理者からの視点 
本項目「署管理者からの視点」については、署管理者が考える事案管理、決裁及び進行管理

における留意点等を考慮しながら事案を処理することで、迅速適正な事務処理を実現するため

に記載するものである。 

 

１ 留意している点 
療養（補償）等給付（療養の給付）と同様に、業務効率化への取組、事務処理の流れの把

握、他部署との連携と業務処理体制の確保等が適切に行われているかに留意する（留意点等

は、療養（補償）等給付（療養の給付）を参照すること。）。 

そのほか、柔道整復師の請求については、受任者払いに特殊な取扱いがあることに留意す

る。 

 

２ 進行管理 
療養（補償）等給付（療養の給付）と同様に、事案処理状況の把握、請求書受付時の対応、

事案検討会の開催等が適切に行われているかに留意する（留意点等は、療養（補償）等給付

（療養の給付）を参照すること。）。 

 

３ 調査状況の確認 
療養（補償）等給付（療養の給付）と同様に、適切な事案の把握と調査計画の策定、調査

過程での注意点、決定時での注意点、決定後の適正給付が適切に行われているかに留意する

（留意点等は、療養（補償）等給付（療養の給付）を参照すること。）。 

そのほか、療養（補償）等給付（療養の費用）の調査においては、傷病の部位及び傷病名、

療養内容、療養期間、金額等に係る疑義については、主治医への照会や、地方労災医員、労

災協力医又は労災診療費審査委員会への意見聴取を適切に行っているか確認する。また、療

養の費用請求について労災診療費算定基準に基づく審査を行っているか、柔道整復師の脱臼

又は骨折に係る施術について医師の同意を得ているかなどを適正に審査しているか確認する。 
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参考 決議書等のシステムの修正方法等 
新たに請求書等を入力する際、基本情報となる項目が療養の給付請求書、療養の費用請求

書、休業請求書、介護請求書、アフターケア手帳交付申請書、アフターケア通院費支給申請

書、基本情報修正帳票又は共通項目入力帳票により登記されている場合は、原則として基本

情報を優先し、正常処理される。 

なお、上書きにより修正されない情報については、基本情報が誤りの場合は、基本情報修

正票「帳票種別 34501」及び共通項目入力帳票「帳票種別 34504」により修正を行う。 

 

＜使用例＞ 

入力データに不備があり、保留となった請求書等に係る情報を修正する場合は、次のよう

に修正する。 

  基本情報を修正する場合 

  →各業務の修正帳票により保留時の基本情報を修正する。 

  口座情報を修正する場合 

  →共通項目入力票においてデータ受付番号を入力した上で修正する。 

  送金情報を修正する場合 

  →共通項目入力票においてデータ受付番号を入力した上で修正する。 

 

個々の帳票ごとによく使う処理は、次のとおり。 

 

１ 基本情報修正票「帳票種別 34501」 

療養の給付請求書を修正及び取消する場合に使用する。また、被災者の氏名、生年月日、

治ゆ年月日、平均賃金などの追加及び修正に使用する。 

次の【処理１】～【処理４】がよく使われる処理である。 

【処理１】 

労働保険番号や氏名・生年月日といった４キーについて、新規に入力又は変更が生じ

た場合に入力する。 

【処理２】 

何らかの理由で療養の給付請求書の受付入力を取り消しする際に使用する。その場合

には項番⑦５号等指定の欄に入力の上、項番⑧に「９」を入力する。 

【処理３】 

平均賃金の審査により金額に変更があった場合に使用する。 

なお、特別給与の額も変更可能である。 

【処理４】 

・項番㉞→被災労働者が症状固定となり、障害補償給付支給請求書（10 号）が提出さ

れ、主治医診断書に治ゆ日の証明が記載されている場合に入力する。 

なお、療養の費用請求書や休業請求書において、主治医証明欄に治ゆ日の記載があ

れば決議入力の際に入力するが、「症状照会」や「適管調査」等により被災労働者の治

ゆ日を確認した場合にも入力する。 

・項番㉟→項番㉞と同様に、決議入力の際に登記するが、電話連絡等により被災労働者

の死亡が判明した場合にも使用する。 
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２ 共通項目入力帳票「帳票種別 34504」 

   主に、被災者の住所、口座情報、送金情報、メモ情報の追加及び修正に使用する。 

修正にあたっては、４キー（労働保険番号、氏名カナ、生年月日、傷病年月日）の入力

は必須である。 

   次の【処理１】～【処理３】がよく使われる処理である。 

【処理１】 

    療養給付請求書はカナ表記のため、漢字入力を行う際に入力する。また姓と名の間は

一マス空けて入力する。 

【処理２】 

    適管調査において復命書を作成した際や、療養の給付請求書の審査時に入力する。例

えば、適管調査時に復命書を作成した際には、調査コード欄に適管コード「30」を入力

する。 

【処理３】 

    被災労働者の振込金融機関のデータの変更や修正を行う際に入力する。 

なお、登記を行う場合、項番㊵～㊸は必ずセットで記入する。また修正前と修正後で

同一のコードは記入しない。 

※「普通口座」の種別に変更がない場合は記載しない。 
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３ 給付別項目修正帳票（署用）「帳票種別 34503」 

   療養の費用、休業の個々の請求データを修正・取消する場合に作成し、入力する。修正

対象の請求書が決議書入力後の場合は監督署長決裁の上、入力する。 

修正を行う場合は必ずデータ受付番号を入力の上、修正する項目の番号（療養の費用の

場合は 301～326、休業の場合は 201～228）を入力し、修正内容を左詰めで入力す

る。 

 

【共通】 

    データ修正を行う場合には、必ずデータ受付番号を入力する。 

【療養】 

支払後、計算誤り等の理由により回収・追給処理を行う場合、訂正した金額を入力す

る（決議後データのみ）。その場合、項番⑦には「313」と入力し、項番⑧に訂正後の金

額を入力する。 

【休業】 
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支払後、計算誤り等の理由により回収・追給処理を行う場合、訂正した金額を入力す

る。また、通院等による一部就労で賃金が支給されている場合、給付基礎日額と調整が

必要なので、手計算により各給付額を算出した額を登記する。その場合、項番⑦には

「213」「214」をそれぞれ入力し、項番⑧に訂正後の金額を入力する。どちらか一方の

みを支払う場合には、支払わない欄に「０」を入力する。また、この時併せて、項番⑦

に必ず「217」を入力し、項番⑧には「１」又は「３」を入力する。 

 

 

注意点 

○ 給付キーを修正する場合 

②データ受付番号欄と労働保険番号、生年月日、傷病年月日、被災者氏名のいず

れかの給付キー若しくは複数の給付キー又は年金証書番号を記入する。短期給付キ

ーで請求された請求書を年金証書番号に修正又は年金証書番号で請求された請求書

を短期給付キーに修正することは可能である。 

 また、修正先の給付キーの全体処理区分と修正前の給付キーの全体処理区分が異

なる場合は、下記の表に従い、処理区分に記入する（他の項目に記入しないこと。）。 
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修正先給付キーの全体処理区分  01  11  12  

記入すべき処理区分  13・14  11  12  
 

〇 指定・指名番号の登記・取消をする場合 

登記する場合は、指定・指名番号及び委任・未支給を同時に記入すること。 

また、取り消す場合は、委任・未支給に「7」、「8」以外を記入すること。 

なお、振込先を本人にする場合は、委任・未支給に「9」を記入すること。 

〇 決議後データ締切日処理前に修正を行う場合 

決議が無効になるため、修正後に出力された決議書により再度決議を行うこと。

また、データ締切日処理後までは支給決定（変更）年月日を除く決議書入力項目の

修正はできないため、必要に応じて支給決定（変更）年月日の取消を行い、出力さ

れた決議書にて登記内容を変更し再度決議を行うこと。 

 また、受給者に支給（変更）決定通知書を送付後であっても決議の取消が可能な

ため、以前の決議時に出力された通知書を二重送信しないよう留意すること。 

 なお、出力された決議書の裏面には支給決定通知書及び支払振込通知書に印字さ

れる住所宛名情報が出力されるため、確認すること。 

〇 決議後データ締切日処理後に処理区分を支給に修正する場合 

処理区分及び支払金額を同時に記入する。  

また、費用の種別が「1」（診療）の場合は、指定・非指定の別、入院・非入院の

別及び診療機関も記入する。 

〇 決議後データ締切日処理後に費用の種別を「1」（診療）に修正する場合 

費用の種別、指定・非指定の別、入院・非入院の別及び診療機関を同時に記入す

る。 

〇 再処理を行う場合 

エラー保留となっている請求書で、被災者の給付情報が変化し、エラー保留の状

態を解除する必要がある場合は、再処理要求画面より処理を行う。 

〇 まとめデータ受付番号/まとめ追回番号の付け替えについて 

まとめ追回の主のレコードがキー変更や追回解消によって存在しなくなる場合、

決議前であれば追・回決議書の再出力が必要なため、まとめデータ受付番号/まとめ

追回番号を付け替えて追・回決議書を再出力する。決議後の場合は、まとめデータ

受付番号/まとめ追回番号は処理に使用しない情報のため、付け替えはしない。 

 なお、出力された追・回決議書の裏面には支給決定通知書に印字される住所宛名

情報が出力されるため、確認すること。 
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目次 （３）休業（補償）等給付 

 

 

Ⅰ 休業（補償）等給付事務の流れ・・・・・・・・・・・・・P２９２ 

 

Ⅱ 休業（補償）等給付における事務処理・・・・・・・・・・P２９３ 

１ 相談時の対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P２９３ 

 

２ 請求書の受付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P２９４ 

 

３ 認定審査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P２９８ 

 

４ 調査復命書の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P３１１ 

 

５ 決議書の作成・決裁・・・・・・・・・・・・・・・・・・P３１１ 

 

６ 本省払いによる通知書の発送・・・・・・・・・・・・・・P３２４ 

 

Ⅲ 署管理者からの視点・・・・・・・・・・・・・・・・・・P３２５ 

１ 留意している点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P３２５ 

 

２ 進行管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P３２５ 

 

３ 調査状況の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P３２５ 

 

参考 決議書等のシステム修正方法等・・・・・・・・・・・・P３２６ 
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- 375 - 

 

 

 

４ 障害・介護編 
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